
JP 2010-125616 A 2010.6.10

10

(57)【要約】
【課題】印刷装置による突発的な騒音の発生を回避する
ことで、周囲の人に不快感を与えにくい印刷システムを
提供することを目的とする。
【解決手段】プリントジョブが依頼された場合、自機が
スリープ状態にあって、復帰が禁止されていれば、復帰
ボタンが押下されない限り、復帰状態に移行せずにジョ
ブを保留する（ステップＳ２１１）。ジョブデータの発
信元が特定のクライアント装置であれば、復帰状態に移
行して、印刷を実行することもできる（ステップＳ２０
９）。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント装置からの依頼に基づいて印刷を実行可能である印刷装置を備える印刷シ
ステムであって、
　上記クライアント装置から上記印刷装置への印刷の依頼を受け付ける依頼受付部と、
　上記印刷装置をスリープ状態と待機状態とで切り替えることができる状態切替部と、
　復帰禁止の指示を受け付ける復帰禁止指示受付部と、
　上記指示に応じて復帰禁止設定を行う復帰禁止設定部と、
　上記印刷装置がスリープ状態にある場合において上記依頼がされたとき、上記復帰禁止
設定がなされていれば、上記印刷装置をスリープ状態に維持し、上記復帰禁止設定がなさ
れていなければ、上記印刷装置を復帰状態に移行させるように上記状態切替部を制御する
上記復帰制御部と、
を備える印刷システム。
【請求項２】
　データを記憶する記憶装置と、
　上記記憶装置に、上記印刷装置がスリープ状態にあるときにされた上記依頼のデータを
記憶させる依頼データ管理部と、
　上記印刷装置がスリープ状態から待機状態へ復帰すると、上記記憶装置内に記憶されて
いる上記依頼のデータに基づいて、上記印刷装置に印刷させる印刷再開部と、
をさらに備える
請求項１に記載の印刷システム。
【請求項３】
　上記印刷装置をスリープ状態から待機状態へ移行させる指示の手入力を受け付ける復帰
指示受付部をさらに備える
請求項１又は２に記載の印刷システム。
【請求項４】
　上記印刷装置がスリープ状態にあるときにされた上記依頼を、他の印刷装置へ転送する
転送部と、
　上記クライアント装置に転送先を報知する報知部と、
をさらに備える請求項１～３のいずれか１項に記載の印刷システム。
【請求項５】
　上記印刷装置がスリープ状態にある場合において上記依頼がされ、かつ上記復帰禁止設
定がなされているとき、上記依頼が特定の復帰条件に該当するか否かを判断する特定復帰
判断部と、
　上記特定復帰判断部が該当すると判断すれば、上記状態切替部によって上記印刷装置を
スリープ状態から待機状態へ復帰させる特定復帰制御部と、
をさらに備える
請求項１～４のいずれか１項に記載の印刷システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷装置を備える印刷システムに関し、特に印刷装置がスリープ状態にある
ときに、クライアント装置から印刷依頼があったときに、印刷装置の待機状態への復帰を
制御するようになっている印刷システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、節電のために、部材の一部を、電源が投入されても電力が供給されない状態とす
るようになっているプリンタ等の装置が提案されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、コピー、プリンタ、ファクシミリ、ネットワークデータ送受信
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の各機能のうち、操作パネル部を介してユーザに指定された機能が、電源投入時に立ち上
げる機能として外部記憶装置に記憶されるようになっている複合機が記載されている。こ
の複合機では、設定された機能がプリンタ部によるプリンタ動作が必要なもの（コピー、
プリンタ、ファクシミリ受信）のいずれかであれば、電源投入時にプリンタ部の定着器の
加熱すなわちヒータへの電力供給が開始され、定着器の温度が定着温度まで上げられる。
これに対して、設定された機能がプリンタ部によるプリンタ動作が不要なもの（ファクシ
ミリ送信、ネットワーク送受信）のいずれかであれば、電源投入時に定着器が定着温度ま
で加熱されない。
【特許文献１】特開２００５‐１５６６２４号公報（段落［００４６］、［００４８］等
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の技術では、たとえ、電源投入時に立ち上げる機能としてプリンタ動作が不要なも
のが設定されていることで、定着器が定着温度まで加熱されていないとしても、ＰＣ（Pe
rsonal Computer）からプリント依頼があれば、定着器が加熱され、プリントが実行され
るものと考えられる。
【０００５】
　このように、スリープ中であった複合機が突然稼動し始めると、印刷装置の設置位置の
周囲に居る人が、突然の騒音を不快に感じることがある。
【０００６】
　そこで、本発明は、このような突発的な騒音の発生を回避することで、周囲の人に不快
感を与えにくい印刷システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１の印刷システムは、クライアント装置からの依頼
に基づいて印刷を実行可能である印刷装置を備える印刷システムであって、上記クライア
ント装置から上記印刷装置への印刷の依頼を受け付ける依頼受付部と、上記印刷装置をス
リープ状態と待機状態とで切り替えることができる状態切替部と、復帰禁止の指示を受け
付ける復帰禁止指示受付部と、上記指示に応じて復帰禁止設定を行う復帰禁止設定部と、
上記印刷装置がスリープ状態にある場合において上記依頼がされたとき、上記復帰禁止設
定がなされていれば、上記印刷装置をスリープ状態に維持し、上記復帰禁止設定がなされ
ていなければ、上記印刷装置を復帰状態に移行させるように上記状態切替部を制御する上
記復帰制御部と、を備える。
【０００８】
　このように、復帰を禁止することができるので、本発明の印刷システムは、印刷装置の
突発的な動作音の発生を抑えることができる。
【０００９】
　また、請求項２に記載するように、請求項１の印刷システムは、データを記憶する記憶
装置と、上記記憶装置に、上記印刷装置がスリープ状態にあるときにされた上記依頼のデ
ータを記憶させる依頼データ管理部と、上記印刷装置がスリープ状態から待機状態へ復帰
すると、上記記憶装置内に記憶されている上記依頼のデータに基づいて、上記印刷装置に
印刷させる印刷再開部と、をさらに備えてもよい。
【００１０】
　また、請求項３に記載するように、請求項１又は２の印刷システムは、上記印刷装置を
スリープ状態から待機状態へ移行させる指示の手入力を受け付ける復帰指示受付部をさら
に備えてもよい。
【００１１】
　また、請求項４に記載するように、請求項１～３のいずれかの印刷システムは、上記印
刷装置がスリープ状態にあるときにされた上記依頼を、他の印刷装置へ転送する転送部と
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、上記クライアント装置に転送先を報知する報知部と、をさらに備えてもよい。
【００１２】
　また、請求項５に記載するように、請求項１～４のいずれか１項に記載の印刷システム
は、上記印刷装置がスリープ状態にある場合において上記依頼がされ、かつ上記復帰禁止
設定がなされているとき、上記依頼が特定の復帰条件に該当するか否かを判断する特定復
帰判断部と、上記特定復帰判断部が該当すると判断すれば、上記状態切替部によって上記
印刷装置をスリープ状態から待機状態へ復帰させる特定復帰制御部と、をさらに備えても
よい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の印刷システムは、クライアント装置から印刷実行の依頼があっても印刷装置の
復帰を禁止することができるので、印刷装置の突発的な動作音の発生を抑えることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。なお、本発明は以下の
説明により何ら限定的に解釈されるものではない。
【００１５】
　〔１〕第１実施形態
　（1-1）通信システム１００
　図１を参照して、通信システム１００の概要について説明する。図１は、通信システム
１００の概略構成を模式的に示す図面である。
【００１６】
　図１に示すように、本実施形態の通信システム１００は、複合機Ａ１及びＡ２、クライ
アント装置Ｂ１～Ｂ３、サーバＣ、及びこれらの装置を互いに通信可能に接続する通信回
線Ｄを備える。
【００１７】
　通信システム１００全体は、１つの事業所内に設けられている。通信システム１００に
含まれる装置のうち、複合機Ａ１及びクライアント装置Ｂ１はエリアＲ１に、複合機Ａ２
並びにクライアント装置Ｂ２及びＢ３はエリアＲ２に配置されている。エリアＲ１及びＲ
２は互いに離れており、同一エリア内の装置は、互いに近接して配置されている。すなわ
ち、クライアント装置Ｂ１は複合機Ａ１の近傍に配置されており、クライアント装置Ｂ２
及びＢ３は複合機Ａ２の近傍に配置されている。より具体的には、エリアＲ１及びＲ２は
それぞれ別のブロックを構成していてもよいし、それぞれ異なるフロアに配置されていて
もよい。
【００１８】
　複合機Ａ１及びＡ２の詳細については、下記（1-2）欄で述べる。
【００１９】
　クライアント装置Ｂ１～Ｂ３は、いわゆるＰＣであって、それぞれ略同一の構成である
。クライアント装置Ｂ１～Ｂ３は、ユーザに画面を表示するディスプレイ、ユーザから指
示や情報の入力を受け付けるキーボード及びマウス、並びに、通信回線Ｄを介して外部装
置と通信する通信部、クライアント装置の各部の制御及び演算処理等を行うＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）、ＣＰＵの作業領域等として機能するＲＡＭ（Random Access Mem
ory）、及びプログラム等の情報を記憶するＲＯＭ（Read Only Memory）、各種データを
記憶するＨＤＤ（Hard Disk Drive）等を含むＰＣ本体等を備える。クライアント装置内
の部材はバス等で互いに接続されている。
【００２０】
　クライアント装置Ｂ１～Ｂ３は、キーボード等を介して入力されるユーザの指示に従っ
て、複合機Ａ１又はＡ２にジョブを依頼することができる。すなわち、各クライアント装
置は、ＣＰＵの制御の下、ジョブデータとクライアント情報とを含むデータを、通信部に
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よって複合機Ａ１又はＡ２に送ることができる。ジョブデータには、ジョブの内容（プリ
ントジョブか保存ジョブか）を示すデータ、印刷又は保存すべき画像データ、及びジョブ
の実行条件を示すデータが含まれる。画像データには、文字、記号、写真等のデータが含
まれる。クライアント情報には、データの発信元であるクライアント装置のアドレス等の
情報が含まれる。
【００２１】
　サーバＣは、通信回線Ｄを介して外部装置と通信する通信部、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ
、及びＨＤＤ等を備える。これらの部材はバス等で互いに接続されている。
【００２２】
　なお、通信システム１００はさらに他の複合機、プリンタ、ＰＣ、サーバ等の装置を備
えてもよい。例えば、エリアＲ１及びＲ２のそれぞれには、さらに他のクライアント装置
やプリンタ又は複合機等の画像形成装置が含まれていてもよい。
【００２３】
　（1-2）複合機Ａ（Ａ１及びＡ２）
　（1-2-a）構成
　複合機Ａ１及びＡ２の構成について、以下、図２を参照して説明する。図２は、複合機
Ａ１及びＡ２の要部構成を示す。なお、複合機Ａ１及びＡ２は略同一の構成を有するので
、図２ではこれらの複合機を総括して複合機Ａとして表す。
【００２４】
　図２に示すように、複合機Ａは、操作パネル１１、通信部１２、スキャナ１３、印刷部
１４、電力供給部１５、記憶装置１９、及び制御装置２０等を備える。
【００２５】
　なお、複合機Ａは、読取素子から出力される電気信号に種々の処理を施して、印刷に用
いることのできる画像データに加工する画像処理部を備える（図示せず）。また、複合機
Ａは、用紙を転写部、定着部、及び排紙トレイ（図示せず）へと順次搬送する用紙搬送装
置を備える（図示せず）。
【００２６】
　複合機Ａ１内の部材は、バス等で互いに接続されている。
【００２７】
　［操作パネル１１］
　操作パネル１１は、タッチパネル１１１及びハードキー１１２等を備える。
【００２８】
　タッチパネル１１１は、表示パネル１１１ａ及びタッチセンサ１１１ｂを備える。表示
パネル１１１ａは、制御装置２０の制御の下、画面を表示することによってユーザに種々
の情報を提供したり、ソフトキーを表示することによってタッチセンサと共にユーザの操
作を受け付けたりする。表示パネル１１１ａとしては、液晶表示パネル等を採用可能であ
る。タッチセンサ１１１ｂは、ユーザの接触を検知することによって、ユーザによる表示
パネル１１１ａ上のソフトキーの押下を検知し、この押下によるユーザの操作内容を制御
装置２０に送信する。
【００２９】
　ハードキー１１２には、復帰ボタン１１２ａの他、スタートキー、キャンセルキー、テ
ンキー等が含まれる。
【００３０】
　操作パネル１１は、後述の図３のフローにおいて、復帰を禁止するようにとの指示を受
け付ける復帰禁止指示受付部の一例である。
【００３１】
　［通信部１２］
　通信部１２は、通信回線Ｄを介して、通信システム１００中の他の装置とデータの送受
信を行うようになっている。通信部１２は、制御装置２０と共に、クライアント装置から
印刷の依頼を受け付ける依頼受付部、クライアント装置にジョブの保存先を報知する報知



(6) JP 2010-125616 A 2010.6.10

10

20

30

40

50

部として機能する。
【００３２】
　［スキャナ１３］
　スキャナ１３は、原稿上の画像を読み取って、画像データを取得するようになっている
。具体的にはスキャナ１３は、図示しないプラテンガラス上に載置された原稿又は図示し
ない原稿搬送装置によって搬送中の原稿を照明する光源と、原稿からの反射光を電気信号
に変換するＣＣＤ等の読取素子と、光源から原稿及び原稿から読取素子まで光を導く光学
部材と、を備える。
【００３３】
　こうして得られた画像データは、制御装置２０の制御の下、後述のボックス領域１９ｃ
等に保存されたり、印刷部１４による印刷に用いられたりする。
【００３４】
　［印刷部１４］
　印刷部１４は、印刷装置の一例であり、画像データを用紙上に印刷するようになってい
る。具体的には、印刷部１４には、印刷方法として、電子写真方式が採用されている。す
なわち、印刷部１４は、感光体ドラムと、感光体ドラムを一様に帯電させる帯電器と、帯
電後の感光体ドラムに光を照射することで静電潜像を描く露光器と、感光体ドラムにトナ
ーを供給することで静電潜像を現像する現像器と、現像によって作成されたトナー像を用
紙上に転写する転写部と、熱及び圧力によって転写後の用紙上にトナー像を定着させる定
着部１４と、を備える。定着部１４は、用紙に熱を加えるためのヒートローラを備える。
【００３５】
　印刷の対象となる画像データは、上述のスキャナ１３によって得られたものであっても
よいし、ボックス領域１９ｃ内に保存されたものであってもよいし、クライアント装置Ｂ
１～Ｂ３、サーバＣ、他の複合機等の外部装置から送られてきたものであってもよい。
【００３６】
　［電力供給部１５］
　電力供給部１５は、印刷部１４、特に定着部１４１のヒートローラへの電力供給を調整
するようになっている。電力供給部１５は、ヒートローラへの電力供給をオフとすること
で印刷部１４をスリープ状態とし、電力供給をオンとすることでヒートローラの温度を定
着に充分な程度まで上昇させることで、印刷部１４を待機状態とするようになっている。
【００３７】
　すなわち、電力供給部１５は印刷部１４をスリープ状態と待機状態とで切り替える状態
切替部の一例である。
【００３８】
　［制御系］
　制御装置２０は、ＣＰＵ１６、ＲＯＭ１７、ＲＡＭ１８等を備えるマイクロコンピュー
タであり、複合機Ａ内の各部の動作を制御するようになっている。
【００３９】
　ＣＰＵ１６は、ＲＯＭ１７等の記憶媒体に格納されたプログラムを読み出して実行する
ことで、各種制御機能（スリープ制御部、復帰禁止設定部、復帰制御部、依頼データ管理
部、印刷再開部、特定復帰判断部、特定復帰制御部等）を実現する。
【００４０】
　ＲＯＭ１７は、各種プログラム等のデータを格納する。特にＲＯＭ１７には、ＣＰＵ１
６によって実現される各種制御機能のプログラムが格納される。
【００４１】
　ＲＡＭ１８は、データを一時的に記憶したり、ＣＰＵ１６の作業領域として機能したり
する。
【００４２】
　記憶装置１９としては、ＨＤＤ、フラッシュメモリ等の書き換え可能な記憶装置が用い
られる。記憶装置１９は、特に、クライアント情報記憶部１９ａ及びボックス領域１９ｂ
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を備える。クライアント情報記憶部１９ａは、各クライアント装置についての情報、特に
。ボックス領域１９ｂは、複数のボックスを備える。各ボックスは、所謂フォルダと同様
に、複数のデータファイルを保存できるようになっている。各ボックスは、クライアント
装置毎に設けられる。記憶装置１９はさらに、ユーザ認証用のデータ（例えばＩＤ及びパ
スワード）及び画像データ等、他のデータを保存することができる。
【００４３】
　（1-2-b）動作
　制御装置２０の制御の下、複合機Ａは、一定条件下で、クライアント装置からプリント
ジョブを依頼されても、スリープ状態を維持することができるようになっている。つまり
、制御装置２０は、スリープ状態から待機状態への復帰を禁止することができる。また、
制御装置２０は、特定のクライアント装置からの依頼については、例外的に印刷部１４に
印刷を実行させることができる。以下に詳細を述べる。
【００４４】
　［スリープ制御］
　まず、複合機Ａにおけるスリープ状態と待機状態との切替について説明する。
【００４５】
　制御装置２０はスリープ制御部として機能し、プリント及びコピー等の印刷部１４を使
うジョブが一定期間依頼されないとき、すなわち印刷部１４が一定期間に渡って動作しな
いときには、電力供給部１５を制御して、印刷部１４をスリープ状態に移行させる。この
一定期間は、図示しないタイマによって計測される。
【００４６】
　［復帰禁止設定］
　図３は、復帰禁止の設定の流れを示すフローチャートである。
【００４７】
　図３に示すように、制御装置２０の制御の下、操作パネル１１は、管理者のログインを
受け付ける（ステップＳ１０１）。具体的には、制御装置２０は、表示パネル１１１ａに
、ＩＤ及びパスワードを入力する欄を含むログイン画面を表示させる。制御装置２０は、
この画面を介して入力されたＩＤ及びパスワードに基づいて、ログインしようとしている
ユーザが管理者かどうかを判断する（ステップＳ１０２、ステップＳ１０３）。すなわち
、制御装置２０は、入力されたＩＤ及びパスワードを、記憶装置１９内に保存されたＩＤ
及びパスワードと比較する。入力ＩＤ及びパスワードと、保存されているＩＤ及びパスワ
ードとが互いに一致すれば、入力したユーザが管理者であるものと判断して、ログインを
許可する（Ｓ１０３でＹｅｓ）。
【００４８】
　ログインを許可すると、管理者の指示に応じて、制御装置２０は、復帰禁止指示の受付
画面を、表示パネル１１１ａに表示させる（Ｓ１０４）。制御装置２０は、復帰禁止指示
画面を介して、復帰を禁止すべきとの指示を受け付ける（Ｓ１０５）。復帰禁止指示が入
力された場合は（ステップＳ１０５でＹｅｓ）、制御装置２０は復帰禁止フラグをＯＮに
する（ステップＳ１０６）。なお、操作パネル１１を介した管理者の操作によって、復帰
禁止解除の指示がなされたときには、制御装置２０はこのフラグをオフにすることができ
る。
【００４９】
　復帰禁止指示が入力され、同画面を介して管理者により許可クライアント装置の指定が
なされると、制御装置２０は指定されたクライアント装置を許可クライアント装置として
設定する（ステップＳ１０７でＹｅｓ→Ｓ１０８）。許可クライアント装置については、
図４を参照して後述する。
【００５０】
　制御装置２０は、復帰禁止指示の受付画面を介して、「個別指定」及び「一括指定」を
受け付けることができる。個別指定とは、個々のクライアント装置を指定することであり
、一括指定とは、複数のクライアント装置を一括して指定することである。
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【００５１】
　個別指定の場合、管理人は、任意のクライアント装置を指定することができる。指定の
際には、復帰禁止指示の受付画面は、クライアント装置のアドレスの直接手入力を受け付
ける欄を備えてもよいし、クライアント情報記憶部１９ａ内のアドレスを管理者に選択さ
せるキーを備えてもよい。こうして指定されたクライアント装置の情報は、許可クライア
ント情報として設定される。
【００５２】
　また、管理者が一括指定を選択した場合は、制御装置２０は、クライアント情報記憶部
１９ａ内のクライアント情報のうち、自機と同一のエリア（複合機Ａが複合機Ａ１ならエ
リアＲ１）内のクライアント装置のアドレスを、許可クライアント情報として設定するこ
とができる。
【００５３】
　［復帰制御］
　図４は、復帰制御の流れを示すフローチャートである。
【００５４】
　図４に示すように、クライアント装置からデータが送信されてくると、制御装置２０の
制御の下、通信部１２がデータを受信する（ステップＳ２０１）。クライアント装置から
送られてきたデータは、ジョブを依頼するものであれば、ジョブデータとクライアント情
報とを含む。制御装置２０は、受信したデータのデータ解析を行い（ステップＳ２０２）
、依頼されたジョブがプリントジョブか保存ジョブかを判断する（ステップＳ２０３）。
【００５５】
　依頼されたジョブが保存ジョブであれば、制御装置２０は、ジョブを依頼してきたクラ
イアント装置のアドレスに対応するボックス内に、受信した画像データを保存する（ステ
ップＳ２０４）。
【００５６】
　一方、依頼されたジョブがプリントジョブであれば、制御装置２０は、電力供給部１５
による電力供給がオン／オフのいずれであるか、つまり印刷部１４がスリープ状態である
か待機状態であるかを判断する（ステップＳ２０５）。
【００５７】
　印刷部１４が待機中であれば（ステップＳ２０５でＮｏ）、制御装置２０は印刷部１４
を制御して、画像データのプリントアウトを実行させる（ステップＳ２１０）。
【００５８】
　一方、印刷部１４がスリープ中であり（ステップＳ２０４でＹｅｓ）、かつ復帰禁止フ
ラグがＯＦＦであれば（ステップＳ２０６でＮｏ）、制御装置２０は、印刷部１４を復帰
させて印刷を実行させる（ステップＳ２０６Ｎｏ→Ｓ２０９→Ｓ２１０）。具体的には、
制御装置２０は、ステップＳ２０９にて、電力供給部１５を制御して定着部のヒートロー
ラに電力を供給し、ヒートローラの温度を定着温度まで上げる。そして、図示しない温度
センサによってヒートローラが定着温度に達すると、制御装置２０は、ステップＳ２１０
において、印刷部１４を制御して、ステップＳ２０１で受信したデータ内に含まれる画像
データを印刷させる。
【００５９】
　また、印刷部１４がスリープ中であって（ステップＳ２０４でＹｅｓ）、かつ復帰禁止
フラグがＯＮであれば（ステップＳ２０６でＹｅｓ）、復帰ボタン１１２ａが押下される
か、ジョブを依頼してきたクライアント装置が許可クライアント装置である場合には（ス
テップＳ２０７又はＳ２０８でＹｅｓ）、制御装置２０は印刷部１４を復帰させて印刷を
実行させる（Ｓ２０９、Ｓ２１０）。
【００６０】
　具体的には、ステップＳ２０８において、制御装置２０は、ステップＳ２０１で受信し
たデータに含まれるクライアント情報、すなわちデータの発信元（ジョブの依頼主）の情
報と、許可クライアント情報とを比較する。両者が一致すれば、依頼主であるクライアン
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ト装置が許可クライアント装置であると判断される。
【００６１】
　また、復帰ボタン１１２ａが押下されず、データの発信元であるクライアント装置が許
可クライアント装置でなければ（ステップＳ２０７及びＳ２０８の両方でＮｏ）、制御装
置２０はこのジョブを保留する（ステップＳ２１１）。すなわち、制御装置２０の制御の
下、記憶装置１９のボックス領域１９ｂ内のボックスのうち、このクライアント装置に対
応するボックスに、ジョブデータが保存される。発信元のクライアント装置に対してボッ
クスが設定されていないときは、制御装置２０は、ジョブ保留用としてボックス領域１９
ｃに特別に設けられたボックスにジョブデータを保存してもよいし、ボックス領域１９ｃ
内に新たなボックスを作成して、ジョブデータを保存してもよい。
【００６２】
　そして、制御装置２０は、通信部１２を制御して、データの発信元であるクライアント
装置に、保存先を報知する（ステップＳ２１２）。すなわち、制御装置２０は、保存先を
示すメッセージを作成する機能と、これを送信するように通信部１２を制御する機能とを
実現する。保存先とは、ジョブが保存された複合機名、その複合機内でのボックス名等を
含む。報知を行なう方法は、電子メールやポップアップ等、クライアント装置のディスプ
レイ等を介して、ユーザがジョブの保存先を認識できるものであればよく、具体的に限定
されるものではない。
【００６３】
　一旦保留されたジョブは（フロー中の端子“ａ”）、ジョブを保留している複合機Ａに
おいて、復帰禁止が解除された後に新たなジョブが依頼されたことによって待機状態に復
帰した場合（ステップＳ２０５でＮｏ）、スリープ中であっても復帰禁止が解除された場
合（ステップＳ２０６でＮｏ→Ｓ２０９）、復帰ボタン１１２ａが押下された場合（ステ
ップＳ２０７でＹｅｓ→Ｓ２０９）には、制御装置２０の制御の下で実行される（ステッ
プＳ２１０）。
【００６４】
　以上のように、複合機Ａは、制御装置２０の制御により、自機が一旦スリープ状態にな
ったときにはプリントジョブが依頼されても復帰させずに、自機の周囲を静かな環境に保
ったり、自機の電力消費量を低く抑えたりすることができる。
【００６５】
　なお、ステップＳ２１０で印刷を実行したのち、一定時間に渡って印刷部１４が稼動し
なければ、制御装置２０は電力供給部１５による電力供給をオフして、印刷部１４を再び
スリープ状態に戻す。
【００６６】
　［実施例１］
　例えば、複合機Ａ１において、図３のフローに示す処理によって復帰禁止設定がなされ
、許可クライアント装置として、複合機Ａ１と同エリアの装置が指定されたとする。
【００６７】
　この場合に、複合機Ａ１の印刷部１４がスリープ中であるときに、クライアント装置Ｂ
３からプリントジョブが依頼されたとする（ステップＳ２０５及びＳ２０６でＹｅｓ）。
このとき、復帰ボタン１１２ａが押下されなければ、制御装置２０は印刷部１４を復帰さ
せず、ジョブデータを記憶装置１９内に保存する（ステップＳ２０７及びＳ２０８でＮｏ
→Ｓ２１１）。そして、通信部１２によって、クライアント装置Ｂ２に保存先が報知され
る（ステップＳ２１２）。
【００６８】
　クライアント装置Ｂ３のディスプレイを介してこの報知を見たユーザは、複合機Ａ１の
傍まで近づいて、復帰ボタン１１２ａを押下することで、複合機Ａ１に、一旦保留された
ジョブの実行を再開させることができる。
【００６９】
　また、複合機Ａ１は、ユーザから、操作パネル１１を介して、ジョブの指定と、指定さ
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れたジョブの実行の中止の指示を受け付けることができる。この指示がなされたときは、
制御装置２０は、記憶装置１９から指定されたジョブデータを削除することができる。ユ
ーザは、上述の報知によって保留ジョブの保存先を知ることができるので、中止したいジ
ョブを容易に指定することができる。
【００７０】
　［実施例２］
　ジョブを依頼してきたのがクライアント装置Ｂ１である以外は、実施例１と同条件の場
合、複合機Ａ１の制御装置２０は、復帰ボタン１１２ａが押下されなくても、印刷部１４
にプリントジョブを実行させる（ステップＳ２０８でＹｅｓ→Ｓ２０９及びＳ２１０）。
【００７１】
　実施例１及び２に述べたように、複合機Ａ１は、自機の設けられているエリア以外のエ
リア内に設置されたクライアント装置からの依頼には応えずに、スリープ状態を保つこと
ができる。そのため、複合機Ａ１の周囲では静かな状態が維持され、突発的な動作音によ
って複合機Ａ１の周囲の席に居るユーザに不快感を与えにくい。
【００７２】
　その一方で、複合機Ａ１と同一エリア内のクライアント装置から依頼があった場合には
、複合機Ａ１の近くに位置するユーザ自身がプリントを依頼しているので、動作音の発生
防止よりもジョブの実行を優先して、スリープ状態を解除してプリントを実行しても問題
はない。
【００７３】
　また、ユーザが複合機Ａ１の近傍で操作パネル１１を操作していれば、周囲の席のユー
ザは動作音が発生することを前もって認識することができる。そのため、復帰ボタン１２
２ａが押下された場合には、スリープ状態を解除してプリントを実行しても、問題はない
。
【００７４】
　コピージョブについても同様に、複合機Ａ１の周囲の席のユーザは動作音の発生を予測
できる。そのため、実施形態１では、コピージョブが依頼されたときには、例え復帰禁止
中であっても、制御装置２０は印刷部１４を復帰させてコピーを実行させるものとする。
【００７５】
　〔２〕第２実施形態
　本実施形態の通信システムは、複合機Ａにおいて図４の処理に代えて図５のフローが実
行される以外は、第１実施形態の通信システム１００と略同様の構成である。
【００７６】
　図５に示すように、本実施形態の復帰禁止処理は、ステップＳ２１１及びＳ２１２に代
えてステップＳ３１１及びＳ３１２を実行する以外は、図４と同様の処理である。
【００７７】
　すなわち、本実施形態では、制御装置２０は、通信部１２を制御して、ジョブを他の複
合機に転送する（ステップＳ３１１）。より具体的には、複合機Ａは、ステップＳ３０１
で受信したデータを他の複合機に送信することで、送信先の複合機にこのデータに基づく
プリントアウトを実行させる。
【００７８】
　制御装置２０は、通信部１２を制御して、どの複合機にジョブを転送したかを、ジョブ
の依頼主であるクライアント装置に報知する（ステップＳ３１２）。例えば、ジョブの依
頼をしたクライアント装置が装置Ｂ２であり、依頼を受けた複合機が複合機Ａ１であれば
、複合機Ａ１は複合機Ａ２にジョブを転送し、クライアント装置Ｂ２に複合機Ａ２にジョ
ブを転送した旨報知する。報知方法等については既に述べた通りである。
【００７９】
　以上のように、通信部１２は、制御装置２０の制御を受けて、ジョブを転送する転送部
、ジョブの転送先をクライアント装置に報知する報知部等として機能する。
【００８０】
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　本実施形態によると、第１実施形態と同様に、ジョブ依頼を受けた複合機の周辺の環境
を静かに保つことができると共に、ジョブを依頼したユーザに速やかに印刷物を提供でき
るという利点がある。また、依頼主であるクライアント装置にジョブ転送先を報知するの
で、ユーザはどの複合機に印刷物を取りに行けばよいのか容易に把握することができる。
【００８１】
　〔３〕他の実施形態
　（3-1）印刷システム
　実施形態１及び２の複合機Ａは、印刷システムの一例に過ぎない。すなわち、印刷シス
テムは、例えば別々に設けられた複数の装置を含んでもよい。
【００８２】
　例えば、実施形態１及び２において、複合機Ａの制御装置２０が担う機能の一部または
全部が、サーバＣによって実行されてもよい。より具体的には、図３のユーザ認証（ステ
ップＳ１０２）、復帰禁止設定（ステップＳ１０６）、許可クライアント装置の設定（ス
テップＳ１０８）、図４での復帰の可否判断（ステップＳ２０６～２０８）、復帰指示（
ステップＳ２０９）、ジョブの保留（ステップＳ２１１）、クライアント装置への保存先
の報知（ステップＳ２１２）等が、サーバＣのプログラムにより実現されてもよい。
【００８３】
　また、図４のステップＳ２１１でジョブを保留する際のジョブデーを記憶する記憶装置
は、複合機内の記憶装置に限らず、複合機外の装置、例えばサーバＣの記憶装置であって
もよい。
【００８４】
　（3-2）電力供給部
　電力供給部１５の構成は、実施形態１及び２の構成以外にも、ヒートローラの温度が定
着に充分な程度まで上がらないように供給量を低減することで印刷部１４をスリープ状態
とし、ヒートローラの温度を定着に充分な温度まで上げることで待機状態とするようにな
っていてもよい。
【００８５】
　（3-3）復帰禁止の期間
　図３の処理は、復帰を禁止する期間を受け付け、これを設定するステップをさらに含ん
でもよい。
【００８６】
　この場合、制御装置２０は、例えば復帰禁止期間の始期を現時点として復帰禁止を解除
するまでの時刻（例えば３時間後）を設定したり、毎日の特定の時間帯（例えば１３時～
１５時）に復帰を禁止したり、毎週特定の曜日の特定の時間帯（例えば月曜の１３時～１
５時）に復帰を禁止したりすればよい。
【００８７】
　（3-4）特定復帰判断部
　実施形態１及び２では、制御装置２０が特定復帰判断部として機能し、復帰条件として
、クライアント装置が許可クライアント装置に該当するかどうかを判断している（ステッ
プＳ２０８及びＳ３０８）。
【００８８】
　ただし、特定復帰判断部はこれに限定されず、復帰条件として他の条件を採用してもよ
い。例えば、特定復帰判断部は、ジョブの優先度が“高”であれば印刷部１４を復帰させ
るようになっていてもよい。
【００８９】
　（3-5）印刷装置
　実施形態１及び２では、印刷装置として印刷部１４を挙げたが、印刷装置が複合機内に
組み込まれているものとした。ただし、印刷装置は、複合機以外にも、プリンタ単体とし
て実施されてもよい。
【００９０】
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　（3-6）以上、異なる実施形態を互いに組み合わせて得られる技術についても、本発明
の技術的範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の第１実施形態の通信システム１００の概要を示す図面である。
【図２】上記通信システム１００内の複合機Ａ（Ａ１及びＡ２）の要部構成を示すブロッ
ク図である。
【図３】上記複合機Ａにおける復帰禁止設定処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】上記複合機Ａにおける復帰制御の流れを示すフローチャートである。
【図５】第２実施形態の復帰制御の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９２】
　Ａ（Ａ１及びＡ２）　　複合機（印刷システムの一例）
　Ｒ１、Ｒ２　　　エリア
　Ｂ１～Ｂ３　　　クライアント装置
　Ｃ　　　　　　　サーバ
　１４　　　　　　印刷部（印刷装置の一例）
　１６　　　　　　ＣＰＵ
　１７　　　　　　ＲＯＭ
　１８　　　　　　ＲＡＭ

【図１】 【図２】
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